
 

 

⑧企業・従業員による差別事件 

 京都府では、二〇〇九年六月五日、タクシー乗務員による差別発言事件が起きている。

京都市の公衆トイレの清掃をめぐって、（財）京都市環境事業協会に苦情の電話があり、そ

のやりとりのなかで差別発言がなされた。協会職員の対応をめぐって「おまえとこは職員

にどういう教育をしているんや！ ヤクザか部落か！」と発言したもので、清掃の現場か

らの報告により、電話主が京都市内のタクシー乗務員であることが判明した。 

 この発言の背景には、東大路白川の公衆トイレを協会職員が清掃中、トイレの使用をめ

ぐって協会職員の対応に乗務員が怒るという事件があった。従来から公衆トイレの清掃を

めぐっては、タクシー乗務員と協会職員間でトラブルが生じることが多く、事件の背景に

目を向け、タクシー業界や清掃業務全体の問題として解決を図るため、取り組んできた。 

 


